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［上段：人数、
下段（　）内：性別構成比］

男性 女性 総数

590人 283人 873人

(67.6%) (32.4%) (100.0%)

195人 211人 406人

(48.0%) (52.0%) (100.0%)

785人 494人 1,279人

(61.4%) (38.6%) (100.0%)

正社員

正社員以外
（パート・アルバイト、嘱託職
員など）

合計

登用状況   管理職数

　 管理職 うち女性 (女性割合)

会社役員 104人 27人 26.0%

課長・部長相当職 121人 11人 9.1%

係長相当職 143人 42人 29.4%

合計（全体） 368人 80人 21.7%
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①農業、林業
②漁業

③鉱業、採石業、砂利採取業
④建設業
⑤製造業

⑥電気・ガス・熱供給・水道業
⑦情報通信業

⑧運輸業、郵便業
⑨卸売業、小売業
⑩金融業、保険業

⑪不動産業、物品賃貸業
⑫学術研究、専門・技術サービス業

⑬宿泊業、飲食サービス業
⑭生活関連サービス業、娯楽業

⑮教育、学習支援業
⑯医療、福祉

⑰複合サービス事業
⑱サービス業（他に分類されないもの）

⑲その他
無回答

（％）(n=38)

令和 6 年度実施 朝霞市男女平等に関する事業所アンケート結果報告書《概要版》 

調査の概要 

■調査対象：10 人以上の従業員がいる市内事業所 150 社を無作為抽出 

■調査方法：郵送による配布、郵送による回収及び Web による回答 

■調査期間：令和６年８月２３日（金）～１０月４日（金） 

■回収数（率）：38 票［有効票 38 票・白票 0 票］（有効回答率 25.3％） 

・図表中の（n＝＊）は集計母数を表しています。 
・回答の比率（％）は、各設問の回答者数を母数として算出しているため、複数回答の設問については、選択肢ごとの比率を合計す

ると 100％を超えることがあります。 
・従業員規模別の定義・・・「20 人未満」…従業員数 20 人未満の企業　　「20 人以上」…従業員数 20 人以上の企業 

 

 

主たる業種 

◆「④建設業」が 18.4％で最も多く、次いで「⑤製

造業」（15.8％）、「⑱サービス業（他に分類され

ないもの）」（10.5％）、「⑧運輸業、郵便業」及び

「⑩金融業、保険業」（7.9％）などの業種の回答

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員数 

◆回答企業全体の合計の性別構成をみると、男性が

61.4％、女性が 38.6％となっています。 

◆雇用形態別に従業員の性別構成をみると、正社員

は男性が 67.6％、女性が 32.4％で男性の方が

多数を占めています。正社員以外（パート・アルバイ

ト、嘱託職員など）は男性が 48.0%、女性が

52.0％で女性の方が多数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性の管理職の数・割合 

◆会社役員も含めた管理職合計をみると、女性の割合は 21.7％となっています。会社役員及び係長相当職

に占める女性の割合は３割弱となっていますが、課長・部長相当職は 9.1％にとどまっています。 

 

 

 

 

 

回答者の属性

管理職男女比
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従業員募集における男女の機会均等について 

◆従業員の募集において、男女の機会均等が図られ

て「いる」事業所は 76.3％と高い割合となってい

ます。 

◆20 人未満の事業所では、男女の機会均等が図ら

れて「いる」が 57.9％となっています。20 人以上

の企業においては「いる」は94.7％で、20人未満

の企業を 36.8 ポイント上回っています。 

 

 

 

 

面接時における配慮の徹底について 

◆面接時における職務能力に無関係な質問の禁止の徹底について、徹底して「いる」が 78.9％と高い割合と

なっており、「いない」（13.2％）との差は 65.7 ポイントとなっています。 

◆面接、選考担当者への女性の登用について、女性

を登用して「いる」が 52.6％と約半数を占めてお

り、「いない」（39.5％）を 13.1 ポイント上回って

います。 

◆性的指向・性自認に違和があることを個性として

捉えるかどうかについて、個性として捉えて「い

る」が 76.3％と高い割合を占めています。「いな

い」（10.5％）との差は 65.8 ポイントです。 

 

 

 

 

男女双方への研修の案内・実施 

◆男女双方への研修の案内・実施については、「な

されている」が 73.7％となっており、「なされて

いない」（21.1％）を 52.6 ポイント上回っていま

す。 

◆従業員数 20 人未満の企業では「なされている」

が63.2％となっています。一方、従業員数２０人

以上の企業では「なされている」が 84.2％と、従

業員数２０人未満の企業を 21.0 ポイント上回っ

ています。 

 

募集方法

選考状況

育　　成
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なされている なされていない 無回答
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全体(n=38)
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（％）

 

 

育児休業制度を活用している従業員の有無 

◆育児休業制度を活用している従業員の有無に

ついては、「いる」と「いない」が 47.4％で同率と

なっています。 

◆従業員数２０人以上の企業では「いる」が

52.6％で過半数、従業員数２０人未満の企業

では「いない」が 52.6％で過半数となってい

ます。

育児休業制度を活用している従業員の性別

◆育児休業制度を活用している従業員の性別については、「男女とも」が 44.4％、「女性のみ」が 38.9％、

「男性のみ」は 16.7％となっています。男性が育児休業制度を利用した企業の割合は、「男女とも」と「男性

のみ」を合わせて 61.1％となります。 

◆従業員数２０人以上の企業では「男女とも」が

60.0％で過半数を占めています。「男性のみ」

も合わせると、男性が育児休業制度を利用した

企業の割合は 70.0％となります。 

◆従業員数２０人未満の企業では「女性のみ」が

50.0％で、男性が育児休業制度を利用した企

業の割合は 50.0％となります。 

 

 

男性の育児休業取得に関する課題

◆男性の育児休業取得に関する課題については、「①代替要員の確保」が 39.5%、次いで「②育休取得者の

周りの人の業務量」（31.6%）と「③業務の引継ぎ」（28.9%）が上位となります。 

◆従業員数２０人未満の企業では「①代替要員の確保」が最も多く 42.1%、次いで「②育休取得者の周りの

人の業務量」（26.3%）、「⑤育児休業を希望する男性従業員が少ない」（21.1％）となっています。 

◆従業員数２０人以上の企業では「③業務の引継ぎ」が 42.1%と最も多く、「①代替要員の確保」と「②育休

取得者の周りの人の業務量」が同率で 36.8%となっています。「③業務の引継ぎ」については、従業員数

20 人未満の企業の割合（15.8％）を 26.3 ポイント上回っており、大きな差があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業制度について
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①男女平等の広報・啓発活動を充実する

②LGBTQなど、多様な性に対する理解を促進する

③学校での男女平等についての教育を充実する

④社会教育など生涯学習の場で男女平等

についての教育を充実する

⑤DVなどの問題について、相談しやすい

体制づくりを進める

⑥市が開催する会議など、政策決定

の場に女性を積極的に登用する

⑦女性を対象とした人材育成のための

取組を進める

⑧企業等に対して、性別にかかわらず

働きやすい職場づくりを促進する

⑨男女共同参画推進に取り組む住民活動を支援する

⑩育児や家庭生活などに、男性の

積極的な参加を促進する

⑪その他

⑫特にない

無回答

全体(n=38)

20人未満(n=19)

20人以上(n=19)

（％）

 

 

ポジティブ・アクションへの取組 

◆「④女性の勤続年数の伸長」と「⑤職場環境や風土の改善」は、それぞれ 63.2％と過半数の企業が取り組

んでいます。 

◆「③女性の管理職の増加」については「取り組んでいる」が 42.1％で、他の項目と比較してやや低い割合と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女平等を進めるために行政が力を入れるべきこと 

◆「③学校での男女平等についての教育を充実

する」と「⑧企業等に対して、性別にかかわら

ず働きやすい職場づくりを促進する」がとも

に 36.8％で最も高く、次いで「⑩育児や家庭

生活などに、男性の積極的な参加を促進する」

が 28.9％となっています。 

◆従業員数２０人未満の企業では全体の傾向と

同じく「③学校での男女平等についての教育

を充実する」と「⑧企業等に対して、性別にか

かわらず働きやすい職場づくりを促進する」

がともに 42.1％で最も高くなっています。 

◆従業員数２０人以上の企業では「⑩育児や家

庭生活などに、男性の積極的な参加を促進す

る」が最も高く 36.8％となっています。 
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発行　朝霞市女性センター（それいゆぷらざ） 

〒351-0016　埼玉県朝霞市青葉台１－７－１　　　　ＴＥＬ　048-463-2697　　　ＦＡＸ　048-463-0524 

ポジティブ・アクション

推進すべき施策


